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学校施設（屋内運動場、柔剣道場、クラブハウス）料金改定表 

 区分 使用料金 
（１時間当り）

備考

 挾間中学校屋内運動場 （改定前）４４０円 
（改定後）４９０円

※クラブハウスの冷暖房設備の

１時間当たりの使用料 

（改訂前）５２０円は 

（改訂後）５８０円になりま

す。 

 

※中学校屋内運動場の冷暖房設

備の１時間当たりの使用料 

（令和８年４月１日から適用）

は２，０００円になります。

 庄内中学校屋内運動場 （改定前）４４０円 
（改定後）４９０円

 湯布院中学校屋内運動場 （改定前）４４０円 
（改定後）４９０円

 由布川小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 挾間小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 谷小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 石城小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 阿南小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 東庄内小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 西庄内小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 由布院小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 川西小学校屋内運動場 （改定前）３２０円 
（改定後）３６０円

 挾間中学校柔剣道場 （改定前）２２０円 
（改定後）２４０円

 庄内中学校柔剣道場 （改定前）２２０円 
（改定後）２４０円

 湯布院中学校柔剣道場 （改定前）２２０円 
（改定後）２４０円

 挾間小学校クラブハウス （改定前）１２０円 
（改定後）１３０円

 東庄内小学校クラブハウス （改定前）１２０円 
（改定後）１３０円

 学校統廃合により廃校となった

施設の屋内運動場

（改定前）３２０円 
（改定後）３６０円
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公民館（庄内公民館）料金改定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 使用料 備考

 午前９時から午後１０時

まで１時間当たり

冷暖房１時間当たり

 大ホール（可動

席利用）

（改定前）１，３４２円 
（改定後）１，５１０円

（改定前）　５５０円 
（改定後）　６２０円

①　入場料、会費等を

徴収し、又は営利を

目的とする企業及び

団体等が利用する場

合は、定額の２倍に

なります。 

 

②　ガス設備を利用す

る場合は、１時間当

たり 

（改定前）１１０円 

（改定後）１２０円 

　を徴収します。 

 

③　団体交流スペース

を教室や会議室等に

より使用した場合に

限り使用料を徴収し

ます。

 大ホール（フロ

ア）

（改定前）　　６７１円 
（改定後）　　７５０円

（改定前）　３８５円 
（改定後）　４３０円

 大ホール（ステ

ージ）

（改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

（改定前）　１６５円 
（改定後）　１８０円

 控室 （改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 会議室１ （改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 会議室２（全

部）

（改定前）　　４４５円 
（改定後）　　５００円

（改定前）　２２０円 
（改定後）　２４０円

 会議室２―１ （改定前）　　１９８円 
（改定後）　　２２０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 会議室２―２ （改定前）　　２４７円 
（改定後）　　２８０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 和室（全部） （改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 和室（半分） （改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 調理実習室 （改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

（改定前）　１１０円 
（改定後）　１２０円

 団体交流スペ

ース

（改定前）　　１３２円 
（改定後）　　１４０円

無料
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公民館（湯布院公民館）料金改定表 

 区分 使用料 備考

 午前９時から午後１０

時まで１時間当たり 

冷暖房１時間当たり

 大ホール （改定前）２，３８０円 
（改定後）２，６８０円

（改定前）１，５２０円 
（改定後）１，７１０円

①　入場料、会

費等を徴収

し、又は営利

を目的とする

企業及び団体

等が利用する

場合は、定額

の２倍になり

ます。 

 

②　ガス設備を

利用する場合

は、１時間当

たり 

（改定前） 

１１０円 

（改定後） 

１２０円 

を徴収しま

す。 

 

③　供用スペー

スを教室や会

議室等により

使用した場合

に限り使用料

を徴収しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 大ホール（ステージ）（改定前）１，０６０円 
（改定後）１，１９０円

（改定前）　　３３０円 
（改定後）　　３７０円

 控室１ （改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 控室２ （改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 小ホール（全部） （改定前）１，２５０円 
（改定後）１，４１０円

（改定前）　　５５０円 
（改定後）　　６２０円

 小ホール１ （改定前）　　５１０円 
（改定後）　　５７０円

（改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

 小ホール２ （改定前）　　７４０円 
（改定後）　　８３０円

（改定前）　　３３０円 
（改定後）　　３７０円

 和室（全部） （改定前）　　３００円 
（改定後）　　３２０円

（改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

 和室（半分） （改定前）　　１５０円 
（改定後）　　１６０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 活動室 （改定前）　　６２０円 
（改定後）　　７００円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 会議室 （改定前）　　１３０円 
（改定後）　　１４０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 調理実習室 （改定前）　　７１０円 
（改定後）　　８００円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 供

用

ス

ペ

ー

ス

グループ学習 

スペース

（改定前）　　３５０円 
（改定後）　　３９０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 児童室 （改定前）　　３７０円 
（改定後）　　４１０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 由のまちロビー　

１階

（改定前）１，８６０円 
（改定後）２，１００円

（改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

 由のまちロビー　

２階

（改定前）１，５４０円 
（改定後）１，７４０円

（改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

 由のまちロビー　

３階

（改定前）１，１５０円 
（改定後）１，２９０円

（改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円
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 供

用

ス

ペ

ー

ス

スタディラウンジ （改定前）　　２２０円 
（改定後）　　２４０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

④　グランドピ

アノ（カワイ

SK―７）を利

用する場合

は、１時間当

たり８７０円

を徴収しま

す。 

 

⑤　音響反射板

（一式）を利

用する場合

は、１時間当

たり８７０円

を徴収しま

す。

 工作スペース （改定前）　　２３０円 
（改定後）　　２５０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円
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公民館（湯平地区公民館）料金改定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 使用料 備考

 午前９時から午後１０時

まで１時間当たり

冷暖房１時間当たり

 体育館 （改定前）　　４４９円 
（改定後）　　５００円

入場料、会費

等を徴収し、又

は営利を目的と

する企業及び団

体等が利用する

場合は、定額の

２倍になりま

す。

 会議室１ （改定前）　　１３２円 
（改定後）　　１４０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 会議室２ 

会議室３ 

会議室４ 

会議室５ 

会議室６

（改定前）　　１３２円 
（改定後）　　１４０円
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公民館（川西地区公民館）料金改定表 

 区分 使用料 備考

 午前９時から午後１０時

まで１時間当たり

冷暖房１時間当たり

 いきいき研修室 
（旧トレーニング室）

（改定前）　　４４９円 
（改定後）　　５００円

①　入場料、会

費等を徴収

し、又は営利

を目的とする

企業及び団体

等が利用する

場合は、定額

の２倍になり

ます。 

 

②　ガス設備を

利用する場合

は、１時間当

たり 

（改定前） 

１１０円 

（改定後） 

１２０円を徴

収します。

 民芸研修室 （改定前）　　１３２円 
（改定後）　　１４０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 ふれあい研修室 （改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 和室 （改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 調理実習室 （改定前）　　１７６円 
（改定後）　　１９０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 窯場 （改定前）　　１３２円 
（改定後）　　１４０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円
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公民館（挾間健康文化センター（挾間公民館））料金改定表 

ただし、文化ホール利用者（団体を含む。）でリハーサルを行う場合の文化ホール使用

料（冷暖房を除く。）は、１回に限り１時間当たり（改定前）１，１００円（改定後）

１，２４０円になります。 

 項目 

 

 

室名

使用料

 区分 午前９時

から午後

５時まで

（１時間

当たり）

午後５時

から午後

１０時ま

で（１時間

当たり）

午前９時か

ら午後５時

まで通して

使用

午後０時か

ら午後１０

時まで通し

て使用

午前９時か

ら午後１０

時まで通し

て使用

冷暖房１時

間当たり

 文化ホ

ール

平日 （改訂前）

4,950円

（改訂後）

5,590円

（改訂前）

6,380円

（改訂後）

7,200円

（改訂前）

34,650円

（改訂後）

39,150円

（改訂前）

47,080円

（改訂後）

53,200円

（改訂前）

58,740円

（改訂後）

66,370円

（改訂前）

1,100円 
（改訂後）

1,240円

 土・

日・祝

日

（改訂前）

5,500円

（改訂後）

6,210円

（改訂前）

7,150円

（改訂後）

8,070円 

（改訂前）

38,500円

（改訂後）

43,500円 

（改訂前）

52,525円

（改訂後）

59,350円 

（改訂前）

65,450円

（改訂後）

73,950円 

（改訂前）

1,100円 
（改訂後）

1,240円

 項目 

室名

使用料

 午前９時から午後１０時まで

１時間当たり

冷暖房１時間当たり

 文化ホール（フロアー） （改定前）　　　６６０円 
（改定後）　　　７４０円

（改定前）　　７７０円 
（改訂後）　　８７０円

 文化ホール（ステージ） （改定前）　　　３３０円 
（改定後）　　　３７０円

（改定前）　　３３０円 
（改訂後）　　３７０円

 大研修室 （改定前）　１，３２０円 
（改定後）　１，４９０円

（改訂前）　　４４０円 
（改訂後）　　４９０円

 中研修室 （改定前）　　　４４０円 
（改定後）　　　４９０円

（改訂前）　　２２０円 
（改訂後）　　２４０円

 小研修室 （改定前）　　　３３０円 
（改定後）　　　３７０円

（改訂前）　　１１０円 
（改訂後）　　１２０円

 和室（全部） （改定前）　　　４４０円 
（改定後）　　　４８０円

（改訂前）　　２２０円 
（改訂後）　　２４０円

 和室（半分） （改定前）　　　２２０円 
（改定後）　　　２４０円

（改訂前）　　１１０円 
（改訂後）　　１２０円

 調理実習室 （改定前）　　　５５０円 
（改定前）　　　６２０円

（改訂前）　　２２０円 
（改訂後）　　２４０円
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ただし、入場料、会費等を徴収し、又は営利を目的とする企業及び団体等が利用する場

合は、定額の２倍になります。 

 多目的研修室 （改定前）　　　５５０円 

（改訂後）　　　６２０円

（改訂前）　　２２０円 
（改訂後）　　２４０円

 夜間研修室 

 

（改定前）　　　２２０円 
（改訂後）　　　２４０円

（改訂前）　　１１０円 
（改訂後）　　１２０円

 練習室 （改訂前）　　　２２０円 

（改訂後）　　　２４０円

（改訂前）　　１１０円 

（改訂後）　　１２０円

 児童室 無料 無料

 女性研修室 （改定前）　　　３３０円 
（改定後）　　　３７０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 楽屋（１） （改定前）　　　１１０円 
（改定後）　　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 楽屋（２） （改定前）　　　１１０円 
（改定後）　　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 楽屋（３） （改定前）　　　１１０円 
（改定後）　　　１２０円

（改定前）　　１１０円 
（改定後）　　１２０円

 項目 

室名

使用料

 市内者 市外者

 トレーニン

グ室

１人（２時間） （改定前）　　　２２０円 
（改定後）　　　２４０円

（改定前）　　　３３０円 
（改定後）　　　４８０円

 年間利用券 （改訂前）１１，０００円 
（改訂後）　　　　　廃止

　（改訂前）１６，５００円 
　（改訂後）　　　　　廃止
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社会教育施設（交流体験施設「庄内ゆうゆう館」）料金改定表 

 区分 利用者区分等 単位 使用料

 交流

体験

施設

厨房（調理室）１団体（５人以上） １時間（改定前）４４０円（５５０円） 
（改訂後）４９０円（６２０円）

 食堂 １団体（５人以上） １時間（改定前）２２０円（３３０円） 
（改訂後）２４０円（３７０円）

 浴室 １団体（１室） １回（改定前）　　　 １，６５０円 
（改訂後）　   　１，８６０円

 宿泊室 一般（１人） １泊（改定前） 

２，２００円（２，３１０円） 

（改訂後） 

２，４８０円（２，６１０円）

 高校生以下（満１８歳以

下の児童又は生徒）（１

人）

１泊（改訂前） 
８８０円（　　９９０円） 

（改訂後） 
１，２４０円（１，３００円）

 中学生以下（１人） １泊（改訂前）５５０円（６６０円）

（改訂後）　　　　　　　 廃止

 団体一般（１５人以上／

１人）

１泊（改訂前）　　　１，５４０円 

（１，６５０円） 

（改訂後）　　　　　　　 廃止

 　　

 　休憩使用 １室（５人以上） １時間（改訂前）５５０円（６６０円） 
（改訂後）６２０円（７４０円）

 交流室 １団体（５人以上） １時間（改訂前）５５０円（６６０円） 
（改訂後）６２０円（７４０円）

 附属

施設

屋内体育館 ９：００～１７：００ １時間（改訂前）　 　　　　３３０円 
（改訂後）　 　　　　３７０円

 １７：００～２２：００ １時間（改訂前）　　　　　 ４４０円 
（改訂後）　　　　　 ４９０円

 備考 

・宿泊者の宿泊室使用料には、厨房（調理室）、食堂、浴室使用料を含みます。 
・施設利用は、５人以上の予約申込者に限ります。 
・３歳未満は無料です。 
・使用料の括弧内は冷暖房期間中の料金です。ただし、冷暖房期間中以外でも冷暖房設

備を利用する場合は、括弧内の料金になります。 
・冷暖房期間は、７月、８月、９月（冷房期間）、１２月、１月、２月、３月（暖房期

間）です。 
・市外者が利用する場合は、定額の２倍になります。
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スポーツ施設（運動場、サッカー場、テニスコート、運動公園、グラウンド等） 

料金改定表 

１　挾間町内の運動場 

（１）　野球場 

 

（２）　上原サッカー場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高 校 生 以

下（満１８

歳 以 下 の

児 童 又 は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改定前） 

２２０円 

（改訂後） 

１８０円

（改定前） 

３３０円 

（改訂後） 

３７０円

（改定前） 

４４０円 

（改訂後） 

３７０円

（改定前） 
６６０円 

（改訂後） 

７４０円

（改定前） 

７３０円 

（改訂後） 

６１０円

（改定前） 
１，１００円 
（改訂後） 

１，２３０円

（改訂前） 

１，１７０円 

（改訂後） 

９８０円

（改訂前） 
１，７６０円 
（改訂後） 

１，９７０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高 校 生 以

下（満１８

歳 以 下 の

児 童 又 は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前）

２２０円

（改訂後）

１８０円

（改訂前）

３３０円 
（改訂後） 
３７０円

（改訂前） 

４４０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後）

７４０円

（改訂前） 
７３０円 

（改訂後） 
６１０円

（改訂前） 
１，１００円 
（改訂後） 

１，２３０円

（改訂前）

１，１７０円 
（改訂後） 
９８０円

（改訂前） 
１，７６０円 
（改訂後） 

１，９７０円
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（３）　テニスコート（１面当たり） 

 

（４）　運動公園 

 

（５）　谷グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高 校 生 以

下（満１８

歳 以 下 の

児 童 又 は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前）

１４０円 
（改訂後）

１２０円

（改訂前）

２２０円 
（改訂後）

２４０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後） 

１８０円

（改訂前）

３３０円 
（改訂後）

３７０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３６０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７２０円

（改訂前） 
５８０円 

（改訂後）

４９０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

９８０円

 区分 市内利用者 無料 市外団体利用者 （改訂前）　１，１００円 
（改訂後）　１，２４０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後） 

１８０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７４０円

（改訂前） 
７３０円 

（改訂後） 

６１０円

（改訂前）

１，１００円 
（改訂後） 

１，２３０円

（改訂前） 

１，１７０円 

（改訂後）

９８０円

（改訂前） 
１，７６０円 
（改訂後） 

１，９７０円
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（６）　夜間照明施設 

 

２　庄内町内の運動場 

（１）　庄内天神山グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 野球場 １時間 

（改訂前） 
４，４００円 

（改訂後） 

４，９６０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

１時間 

（改訂前） 
７，７００円 

（改訂後） 

８，７００円

３０分増すごと 

（改訂前） 
３，８５０円 

（改訂後） 

４，３５０円

 サッカー

場

１時間 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂前） 

１，２４０円

１時間 

（改訂前） 
４，４００円 

（改訂後） 

４，９６０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

 テニスコ

ート

１面１時間　（改訂前）　　５５０円 

（改訂後）　　６２０円

１面１時間　（改訂前）　　１，１００円 

（改訂後）　　１，２４０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前） 
１４０円 

（改訂後） 

１２０円

（改訂前）

２２０円 
（改訂後） 

２４０円

（改訂前） 
２９０円 

（改訂後） 

２４０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

４９０円

（改訂前）

５８０円 
（改訂後） 

４８０円

（改訂前）

８８０円 
（改訂後）

９６０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

７３０円

（改訂前） 
１，３２０円 
（改訂後） 

１，４７０円
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（２）　庄内硬式野球場 

 

（３）　庄内多目的広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後） 

１８０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後）

３７０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７４０円

（改訂前） 
７３０円 

（改訂後）

６１０円

（改訂前） 
１，１００円 
（改訂後） 

１，２３０円

（改訂前） 
１，１７０円 
（改訂後） 

９８０円

（改訂前） 
１，７６０円 
（改訂後） 

１，９７０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般

 １時

間当

たり

半面

（改訂前） 
１４０円 

（改訂後） 

１２０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂前） 

２４０円

（改訂前） 
２９０円 

（改訂後） 

２４０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

４８０円

（改訂前） 
５８０円 

（改訂後） 

４８０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

９６０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

７２０円

（改訂前） 
１，３２０円 
（改訂後） 

１，４４０円

 １時

間当

たり

全面

（改訂前）

２８０円 
（改訂後） 

２４０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

４８０円

（改訂前） 
５８０円 

（改訂後） 

４８０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

９６０円

（改訂前） 
１，１６０円 
（改訂後）

９６０円

（改訂前） 
１，７６０円 
（改訂後） 

１，９２０円

（改訂前） 
１，７６０円 
（改訂後） 

１，４４０円

（改訂前） 
２，６４０円 
（改訂後） 

２，８８０円
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（４）　テニスコート（１面当たり） 

 

（５）　多目的広場野外ステージ（神楽殿） 

 

（６）　ふるさと伝習館 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高 校 生 以

下（満１８

歳 以 下 の

児 童 又 は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前） 
１４０円 

（改訂後） 

１２０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後）

２４０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後）

１８０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３６０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７２０円

（改訂前） 
５８０円 

（改訂後） 

４９０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

９８０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般

 １時

間当

たり 

（改訂前） 
３６０円 

（改訂後）

３１０円

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 

６２０円

（改訂前） 
５４０円 

（改訂後） 

４５０円

（改訂前） 
８１０円 

（改訂後） 

９１０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

７４０円

（改訂前） 
１，３２０円 
（改訂後） 

１，４８０円

（改訂前） 
１，３２０円 
（改訂後） 

１，１１０円

（改訂前） 
１，９８０円 
（改訂後） 

２，２２０円

 区分 市内利用者（１時間当たり） 市外利用者（１時間当たり）

 伝習室　A （改訂前）　　　２２０円 
（改訂後）　　　２４０円

（改訂前）　　　４４０円 
（改訂後）　　　４８０円

 伝習室　B （改訂前）　　　２２０円 
（改訂後）　　　２４０円

（改訂前）　　　４４０円 
（改訂後）　　　４８０円

 伝習室　A・B （改訂前）　　　４４０円 
（改訂後）　　　４８０円

（改訂前）　　　８８０円 
（改訂後）　　　９６０円

 休憩室（和室） （改訂前）　　　２２０円 
（改訂後）　　　２４０円

（改訂前）　　　４４０円 
（改訂後）　　　４８０円
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（７）　夜間照明施設 

 

３　湯布院町内の運動場 

（１）　湯布院総合運動場 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 庄内天神山

グラウンド

半灯 １時間 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 

６２０円

１時間 

（改訂前） 
４，４００円 

（改訂後） 

４，９６０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

 全灯 １時間 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

１時間 

（改訂前） 
６，６００円 

（改訂後） 

７，４４０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
３，３００円 

（改訂後） 

３，７２０円

 硬式野球場 １時間 

（改訂前） 
４，４００円 

（改訂後） 

４，９６０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

１時間 

（改訂前） 
７，７００円 

（改訂後） 

８，７００円

３０分増すごと 

（改訂前） 
３，８５０円 

（改訂後） 

４，３５０円

 テニスコート １面１時間　（改訂前）　５５０円 

（改訂後）　６２０円

１面１時間　（改訂前）　１，１００円 

（改訂後）　１，２４０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般 高校生以

下（満１８

歳以下の

児童又は

生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前） 
１４０円 

（改訂後） 

１２０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後） 

２４０円

（改訂前） 
２９０円 

（改訂後） 

２４０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

４９０円

（改訂前） 
５８０円 

（改訂後）

４８０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後）

９６０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

７２０円

（改訂前） 
１，３２０円 
（改訂後） 

１，４７０円
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（２）　下湯平グラウンド 

 

（３）　テニスコート（１面当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 １時間当

たり

無料高校生以下

（満１８歳以

下の児童又は

生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳以

下の児童又は

生徒）

一般

 （改訂前） 
２２０円 

（改訂後） 

１８０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７４０円

 区分 市内利用者 市外利用者

 曜日 平日 土・日・祝祭日 平日 土・日・祝祭日

 利用

単位

高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般 高校生以下

（満１８歳

以下の児童

又は生徒）

一般

 １時

間当

たり

（改訂前） 
１４０円 

（改訂後） 

１２０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後）

２４０円

（改訂前） 
２２０円 

（改訂後） 

１８０円

（改訂前）

３３０円 
（改訂後）

３７０円

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３６０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後）

７２０円

（改訂前） 
５８０円 

（改訂後） 

４９０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

９８０円
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（４）　夜間照明施設 

備考　 

１　利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含みます。 

２　利用時間に１時間未満又は３０分未満の端数があるときは、１時間又は３０分と 

して計算します。 

３　営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の１０倍の額 

　になります。 

市外利用者とは、由布市民でないもの又は由布市内に職場を持たないものをいい

ます。ただし、由布市民又は由布市内に職場を持つものが構成人員の過半数を占め

る場合は市内利用者になります。

 区分 市内利用者 市外利用者

 総合運動場 １時間 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

１時間 

（改訂前） 
４，４００円 

（改訂後） 

４，９６０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

 テニスコート １面１時間　（改訂前）　　５５０円 

（改訂後）　　６２０円

１面１時間　（改訂前）　１，１００円 

（改訂後）　１，２４０円

 由布院小学校

グラウンド

半灯１時間 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 

６２０円

１時間 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

 全灯１時間 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

１時間 

（改訂前） 
４，４００円 

（改訂後） 

４，９６０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

 下湯平グラウンド １時間 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 

６２０円

１時間 

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，４８０円

３０分増すごと 

（改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，２４０円
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スポーツ施設（体育センター）料金改定表 

 

 区分 使用料（利用時間１時間につき）

 半面 全面

 市内利用者 一般 （改定前）　 　６６０円 
（改訂後）　　 ７４０円

（改定前）　１，３２０円 
（改訂後）　１，４８０円

 高校生以下

（満１８歳以

下の児童又は

生徒）

（改定前）　 　４４０円 
（改訂後）　 　３７０円

（改定前）　　　８８０円 
（改訂後）　　　７４０円

 市外利用者 一般 （改定前）　１，１００円 
（改訂後）　１，４８０円

（改訂前）　２，２００円 
（改訂後）　２，９６０円

 高校生以下

（満１８歳以

下の児童又は

生徒）

（改訂前）　　　７３０円 
（改訂後）　　　７４０円

（改訂前）　１，４６０円 
（改訂後）　１，４８０円

 備考 

１　利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含みます。 

２　利用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算します。 

３　常設電灯以外の特別電力を利用するときは、別途実費を徴収します。 

４　営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の１０倍

の額になります。 

５　市外利用者とは、由布市民でないもの又は由布市内に職場を持たないものを

いいます。ただし、由布市民又は由布市内に職場を持つものが構成人員の過半

数を占める場合は市内利用者になります。
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スポーツ施設（湯布院スポーツセンター）料金改定表 

１　宿泊料（１人１泊） 

２　施設使用料 

備考 

１　一般利用で市外利用者は、宿泊料は倍額、施設使用料は２割増しになります。 

　　この場合において１０円未満の端数があるときは、切り捨てになります。 

２　施設の個人利用は、半日（改訂前）２２０円（改訂後）２４０円です。 

ただし、人工芝競技場、研修室、テニスコート及び炊飯場は除きます。 

３　利用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間とみなして使用料を徴収しま

す。 

４　市外利用者とは、由布市民でないもの、又は由布市内に職場を持たないものをい

います。ただし、由布市民又は市内に職場を持つものが半数以上の場合は市内料金

になります。 

５　宿泊利用者の人工芝競技場の使用料については、１団体１日につき（改訂前） 

１，５７０円（改訂後）１，７７０円になります。 

なお、宿泊利用者とともに人工芝競技場を使用する他の団体については、１団体１

 区分 通常期 冬期（１１月～３月）

 高校生以下 

（満１８歳以下の児童又は生徒）

（改訂前）  　９０８円 
（改訂後） 　 ６３０円

（改訂前）　１，０１５円 
（改訂後）　　　６９０円

 一般 （改訂前）１，１２２円 
（改訂後）１，２６０円

（改訂前）　１，２２９円 
（改訂後）　１，３８０円

 区分 料金

 陸上競技場 １時間当たり　（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 人工芝競技場 １時間当たり　（改訂前）１，５７０円 

（改訂後）１，７７０円

 第１競技場 １時間当たり　（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 体育館 １時間当たり　（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 研修室 １時間当たり　（改訂前）　　８３０円 

（改訂後）　　９３０円

 テニスコート（１面） １時間当たり　（改訂前）　　５４０円 

（改訂後）　　６１０円

 炊飯場 １時間当たり　（改訂前）１，１００円 

（改訂後）１，２４０円

 登山駐車場 １日１回当たり 
（改訂前）３１０円（市内、市外利用者） 
（改訂後）３５０円（市内、市外利用者）
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日につき（改訂前）１，５７０円（改訂後）１，７７０円の使用料を徴収します。
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スポーツ施設（Ｂ＆Ｇ海洋センター）料金改定表 

 

１　挾間B＆G海洋センター 

（１）　プール（４月～３月） 

 

（２）　多目的ホール 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

２　湯布院B＆G海洋センター 

（１）　プール（６月中旬～９月上旬） 

 

 

 

 

 区分 使用料（２時間以内）

 一般 高校生以下（満１８歳以下の

児童又は生徒）

 当日券 （改訂前）　　　４４０円 
（改訂後）　　　４９０円

（改訂前）　　　２２０円 
（改訂後）　　 ２４０円

 回数券（１１枚綴り） （改訂前）　４，４００円 
（改訂後）　４，９００円

（改定前） ２，２００円 
（改訂後） ２，４００円

 備考　 

１　ロッカーを使用する際、別途１００円が必要です。使用後は返却します。 

２　回数券の有効期間は、その回数券に記載した期間になります。 

３　未就学児童のみの利用は不可。未就学児童は１８歳以上の同伴者が必要です。

 区分 使用料

 部屋（１時間当たり） （改定前）　　　４４０円 
（改訂後）　　　４９０円

 冷暖房（１時間当たり） （改訂前）　　　２２０円 
（改訂後）　　　２４０円

 区分 使用料（１回入場につき）

 一般 高校生以下（満１８歳以下

の児童又は生徒）

 当日券 （改訂前）　　　２２０円 
（改訂後）　　　２４０円

（改訂前）　　　１１０円

（改訂後）　　　１２０円

 備考　 

未就学児童のみの利用は不可。未就学児童には１８歳以上の同伴者が必要です。
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（２）　多目的ホール 

 区分 使用料（１時間当たり）

 半面 全面

 体育館 市内利用者 一般 （改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７４０円

（改訂前） 
１，３２０円 

（改訂後） 

１，４８０円

 高校生以下（満

１８歳以下の

児童又は生徒）

（改訂前） 
４４０円 

（改訂後） 

３７０円

（改訂前） 
８８０円 

（改訂後） 

７４０円

 市外利用者 一般 （改訂前） 
１，１００円 

（改訂後） 

１，４８０円

（改訂前） 
２，２００円 

（改訂後） 

２，９６０円

 高校生以下（満

１８歳以下の

児童又は生徒）

（改訂前） 
７３０円 

（改訂後） 

７４０円

（改訂前） 
１，４６０円 

（改訂後） 

１，４８０円

 会議室 市内利用者 冷暖房使用料　１時間 

（改訂前）２２０円 

（改訂後）２４０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 

３７０円

 市外利用者 （改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 

７４０円

 備考　 

１　利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含みます。 

２　利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間として計算します。 

３　営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の１０倍

の額になります。 

４　市外利用者とは、由布市民でないもの又は由布市内に職場を持たないものを

いいます。ただし、由布市民又は由布市内に職場を持つものが構成人員の過半

数を占める場合は市内利用者になります。
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スポーツ施設（県立庄内屋内競技場）料金改定表 

 区分 単位 金額 備考

 射

場

専用利用エアーライフル １時間 （改訂前） 
３，８３０円 

（改訂後） 

４，３２０円

１　必要体育用具の利用料金

及び照明料を含みます。 

 

２　冷暖房を使用する場合は、

左記の金額に 

（改訂前）７００円 

（改定後）７９０円 

専用利用の場合は、 

（改訂前）４，０００円 

（改訂後）４，５２０円） 

を加算します。

 スモールボアラ

イフル

１時間 （改訂前） 
４，７９０円 

（改訂後） 

５，４１０円

 部分利用エアーライフル １人１時間（改訂前） 
２００円 

（改訂後） 

２２０円

 スモールボアラ

イフル

１人１時間（改訂前） 
２６０円 

（改訂後） 

２９０円

 ゲートボール １面１時間（改定前） 
５２０円 

（改訂後） 

５８０円

 テニス １面１時間（改訂前） 
５２０円 

（改訂後） 

５８０円

 卓球 １台１時間（改訂前） 
１００円 

（改訂後） 

１１０円

 会議室 第一会議室 １時間 （改訂前） 
１００円 

（改訂後） 

１１０円

冷暖房を使用する場合は、 

左記金額に 

（改訂前）２００円 

（改訂後）２２０円 

を加算します。  第二会議室 １時間 （改訂前） 
３１０円 

（改訂後） 

３５０円
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 会議室 第三会議室 １時間 （改訂前） 
８４０円 

（改訂後） 

９４０円
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保健施設（湯布院健康温泉館）料金改定表 

●一般料金 

備考　 

３歳未満は、無料です。※年間会員券、団体割引、法人会員、法人会員割引券、 

マッサージ料金等は廃止になります。 

 

●多目的ホール・ギャラリー使用料 

（改訂前） 

 

（改訂後） 

 区分 区別 金額 適用

 市民 一般 （改訂前）　　３１０円 
（改訂後）　　３５０円

 高校生以下 （改定前）　　３１０円 
（改定後）　　１７０円

満１８歳以下の児童又は生徒

 高齢者 （改定前）　　３１０円 
（改定後）　　１７０円

満６５歳以上

 市外 一般 （改定前）　　８３０円 
（改定後）　　９３０円

 高校生以下 （改定前）　　６２０円 
（改定後）　　４６０円

満１８歳以下の児童又は生徒

 高齢者 （改定前）　　８３０円 
（改定後）　　４６０円

満６５歳以上

 施設 区分 料金 備考

 多目的 
ホール

①半日　８～１２時 
１３～１７時

１０，４７０円営利目的は、定額の２倍になり

ます。冷暖房料金及び消費税を

含みます。  ②１日　９～１７時 １５，７１０円

 ③②＋１７～２１時 ２０，９５０円

 ④２日以降 １日につき 
１０，４７０円

 ギャラリ

ー

①半日　８～１２時 
１３～１７時

２，０９０円

 ②１日　９～１７時 ３，１４０円

 ③②＋１７～２１時 ４，１９０円

 施設 区分 料金 備考

 多目的 
ホール

１時間につき ２，２１０円営業目的は、定額の２倍になります。 
空調利用は１時間につき４９０円です。

 ギャラリ

ー

１時間につき ４４０円営業目的は、定額の２倍になります。 
空調利用は１時間につき２４０円です。
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●レンタル料金 

 

●回数券　 

 品名 金額

 バスタオル （改定前）　　２００円 
（改定後）　　２２０円

 水着 （改定前）　　２００円 
（改定後）　　２２０円

 水泳帽 （改定前）　　１００円 
（改定後）　　１１０円

 区分 区別 金額 適用

 市民 一般 （改訂前）３，１４０円

（改訂後）３，５００円

１０回分の料金で１１回利用。 
有効期限は６ヵ月間。

 高校生以下 （改訂前）３，１４０円 
（改訂後）１，７００円

満１８歳以下の児童又は生徒。１０回

分の料金で１１回利用。 
有効期限は６ヵ月間。

 高齢者 （改訂前）３，１４０円

（改訂後）１，７００円

満６５歳以上。１０回分の料金で１１

回利用。有効期限は６ヵ月間。

 市外 一般 （改訂前）６，２４０円

（改訂後）９，３００円

１０回分の料金で１１回利用。 
有効期限は６ヵ月間。

 高校生以下 （改訂前）６，２４０円 
（改訂後）４，６００円

満１８歳以下の児童又は生徒。１０回

分の料金で１１回利用。 
有効期限は６ヵ月間。

 高齢者 （改訂前）６，２４０円

（改訂後）４，６００円

満６５歳以上。１０回分の料金で１１

回利用。有効期限は６ヵ月間。
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公園施設（公園）料金改定表 

 区分 使用料

 第１０条第１項各号

に掲げる行為をする

場合

行商、出店、募金その他 
これらに類する行為

１㎡１日につき　 
（改訂前）　　　　２２円 
（改訂後）　　　　２４円

 業として写真又は映画の 
撮影

撮影機１台１日につき　 
（改訂前）　　　１１０円 
（改訂後）　　　１２０円

 興行 １㎡１日につき　 
（改訂前）　　　　１０円 
（改訂後）　　　　１１円

 公園施設を設置し及

び管理する場合（法第

５条第１項関係）

公園施設を設置する場合 １㎡１月につき　 
（改訂前）　　　１１０円 
（改訂後）　　　１２０円

 公園施設を管理する場合 １箇所１月につき　 
（改訂前）　３，３００円 
（改訂後）　３，７２０円

 備考　

 １　使用料が１日又は１月を単位として定められているものについて、使用期間 
がその単位未満であるとき又は使用期間にその単位未満の端数があるときは、

１日又は１月として計算します。

 ２　使用料が１ｍ又は１㎡を単位として定められているものについて、長さ若し 
くは面積がその単位未満であるとき又は長さ若しくは面積にその単位未満の端

数があるときは、１ｍ又は１㎡として計算します。

 ３　この表により算定された額に１０円未満の端数が生じたときは、１０円未満

を切り捨てた額になります。算定された額が１０円未満の場合は、１０円にな

ります。
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福祉施設（ほのぼのプラザ）料金改定表 

 

（改訂前） 

 

（改訂後） 

 名称 使用時間区分による額（円）

 ９時から 
１３時まで

１３時から 
１７時まで

９時から 
１７時まで

１７時から 
２１時まで

 交流室 １，２５０円 １，２５０円 ２，５１０円 １，２５０円

 相談室 １，２５０円 １，２５０円 ２，５１０円 １，２５０円

 
名称 単位

金額

 市内利用者 市外利用者

 
交流室 １時間につき ３５０円 ７００円

 
相談室 １時間につき ３５０円 ７００円
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福祉施設（湯布院福祉センター）料金改定表 

 室区分 単位 金額

 

会議室１ １時間につき

市内利用者
（改訂前）　　　２，０９０円 
（改訂後）　　　２，３６０円

 
市外利用者

（改訂前）　　　２，０９０円 
（改訂後）　　　４，７２０円

 

会議室２ １時間につき

市内利用者
（改訂前）　　　　　７３０円 
（改訂後）　　　　　８２０円

 
市外利用者

（改訂前）　　　　　７３０円 
（改訂後）　　　１，６４０円

 備考　 
利用時間は、午前９時から午後５時までになります。
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農業施設（庄内構造改善センター）料金改定表 

 

（改訂前） 

 

（改訂後） 

 

※現在、行政財産（畜産センター）として使用中です。

 名称 区分 大会議室 小会議室

 由布市庄内

構造改善セ

ンター

利用料 ８：３０～１２：００ １，２５０円 １，０４０円

 １２：００～１７：００ １，２５０円 １，０４０円

 １７：００以降１時間に

つき

５２０円 ３１０円

 名称 区分 大会議室 小会議室

 由布市庄内

構造改善セ

ンター

利用料 ８：３０～１７：００ 
までの１時間につき

４００円 ３３０円

 １７：００以降１時間に

つき

５８０円 ３５０円
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農業施設（庄内農産加工センター）料金改定表 

 

※現在、行政財産（６次産業化推進拠点）として使用中です。

 名称 区分 金額

 由布市庄内農産加工センター 利用料金 月額　　（改訂前）　　２０，０００円 
（改訂後）　　２２，６００円
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農業施設（市民農園）料金改定表 

 

 

 区分 小屋付き農園 普通農園 棚式農園

 使用料 
（１年間）

（改訂前）６１，１００円 
（改訂後）６９，０４０円

（改訂前）２４，４００円 
（改訂後）２７，５７０円

（改訂前）３，０５０円 
（改訂後）３，４４０円

 区分 研修室

 使用料（１時間） （改訂前）　　　　　１００円 
（改訂後）　　　　　１１０円

 区分 管理機

 使用料（１回） （改訂前）　　　　　２００円 
（改訂後）　　　　　２２０円
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農業施設（庄内特産品販売所「かぐらちゃや」）料金改定表 

 

※現在、指定管理者制度により使用中です。

 名称 区分 金額

 特産品販売所「かぐらちゃや」 利用料金 月額　　（改訂前）　　２０，０００円 
（改訂後）　　２２，６００円
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その他施設（乙丸温泉館）料金改定表 

備考 
単位を１日とする使用料の計算において、使用期間が1日未満であるとき又は１日未満 

の端数があるときは、１日として計算します。

 区分 種類 単位 金額

 集会室利用料 市内業者 １日 （改訂前）　　　８，３８０円 
（改訂後）　　　９，４６０円

 市外業者 １日 （改訂前）　　１０，４７０円 
（改訂後）　　１８，９２０円

 個人１人 １日 （改訂前）　　　　　１００円 
（改訂後）　　　　　１１０円

 個人１０人まで １日 （改訂前）　　　１，０４０円 
（改訂後）　　　１，１７０円

 個人２０人まで １日 （改訂前）　　　２，０９０円 
（改訂後）　　　２，３６０円

 個人２１人以上 １日 （改訂前）　　　３，１４０円 
（改訂後）　　　３，５４０円

 入浴料 一世帯３人まで １ヵ月 （改訂前）　　　１，３６０円 
（改訂後）　　　１，５３０円

 一世帯４人以上 １ヵ月 （改訂前）　　　１，６７０円 
（改訂後）　　　１，８８０円

 引湯料 一世帯 １ヵ月 （改訂前）　　　１，５７０円 
（改訂後）　　　１，７７０円
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その他施設（乙丸地区公民館）料金改定表 

 項目 利用料

 市内 市外

 １階大広間（１時間につき） （改訂前）　２，５００円 
（改訂後）　２，８２０円

（改訂前）　２，５００円 
（改訂後）　５，６４０円

 ２階和室　（１時間につき） 無料（改訂前）　　　２５０円 
（改訂後）　　　２８０円

 ２階研修室（１時間につき） 無料（改訂前）　　　２５０円

（改訂後）　　　２８０円
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その他施設（由布川地域交流センター）料金改定表 

 区分 使用料（１時間当たり） 備考

 部屋使用料 冷暖房使用料

 多目的ホ

ール

全部使用 （改訂前）５５０円 
（改訂後）６２０円

（改訂前）３３０円 
（改訂後）３７０円

１　入場料、会費等を徴収

し、又は営利を目的とす

る企業及び団体等が利用

する場合は、定額の２倍

になります。 
 
２　使用時間に１時間未

満の端数があるとき又は

その使用時間が１時間未

満のときは、１時間にな

ります。

 ２／３使用 （改訂前）４４０円 
（改訂後）４９０円

（改訂前）２２０円 
（改訂後）２４０円

 １／３使用 （改訂前）２２０円 
（改訂後）２４０円

（改訂前）１１０円 
（改訂後）１２０円

 会議室 全部使用 （改訂前）２２０円 
（改訂後）２４０円

（改訂前）１１０円 
（改訂後）１２０円

 一部使用 （改訂前）１１０円 
（改訂後）１２０円

（改訂前）　５５円 
（改訂後）　６０円

 調理室 （改訂前）２２０円 
（改訂後）２４０円

（改訂前）１１０円 
（改訂後）１２０円

 和室 （改訂前）１１０円 
（改訂後）１２０円

（改訂前）　５５円 
（改訂後）　６０円
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その他施設（庄内口ノ原ふれあい広場）料金改定表 

 施設区分 利用区分 利用単位 金額 備考

 管理休憩所休憩及び 
会議等

午前８時から午後５時ま

で 
１団体　１時間につき

（改訂前）　　５２０円 
（改訂後）　　５８０円

　 
　 
　

 午後５時から午後１０時

まで 
１団体　１時間につき

（改訂前）　１，０４０円 
（改訂後）　１，１６０円

　

 キャンプ等

宿泊

１団体　１回につき （改訂前）　５，２３０円 
（改訂後）　５，９１０円

 グラウンド　 １団体　１時間につき （改訂前）　　　２６０円 
（改訂後）　　　２９０円

 炭焼き窯 炭焼き 原木窯入れから炭の窯出

しまで　１回につき

（改訂前）　３，１４０円 
（改訂後）　３，５４０円

 スポーツ用

具

ディスクゴ

ルフセッ

ト・コース

１ラウンド　一般 （改訂前）　　　３１０円 
（改訂後）　　　３４０円

９ホールを

１ラウンド

とします。  １ラウンド　高校生以下

（満１８歳以下の児童又

は生徒）

（改訂前）　　　１００円 
（改訂後）　　　１７０円
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その他施設（庄内ほのぼの温泉館）料金改定表 

備考　 

３歳未満は、無料です。 

 区分 対象 金額 回数券（１１枚綴り）

 一

般

浴

場

市民 一般 （改訂前）　　２００円 

（改訂後）　　２２０円

（改訂前）　２，０９０円 

（改訂後）　２，２００円

 高校生以下（満１８歳

以下の児童又は生徒）

（改訂前）　　１００円 

（改訂後）　　１１０円

（改訂前）　１，０４０円 

（改訂後）　１，１００円

 高齢者（満６５歳以上）（改訂前）　　１５０円 

（改訂後）　　１１０円

（改訂前）　１，５７０円 

（改訂後）　１，１００円

 市民以外 一般 （改訂前）　　３１０円 

（改訂後）　　４４０円

（改訂前）　３，１４０円 

（改訂後）　４，４００円

 高校生以下（満１８歳

以下の児童又は生徒）

（改訂前）　　２００円 

（改訂後）　　２２０円

（改訂前）　２，０９０円 

（改訂後）　２，２００円

 高齢者（満６５歳以上）（改訂前）　　２６０円 

（改訂後）　　２２０円

（改訂前）　２，６１０円 

（改訂後）　２，２００円

 家族湯 ５０分以内 （改訂前）１，０４０円 

（改訂後）１，１７０円

 追加１０分ごと （改訂前）　　２６０円 

（改訂後）　　２９０円
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その他施設（庄内ほのぼの工芸館）料金改定表 

 施設区分 利用目的 利用時間 金額 備考

 会議室 創作活動又は会議

等

午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）２，５１０円 

（改訂後）２，８３０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 交流室 創作活動又は会議

等

午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）２，０９０円 

（改訂後）２，３６０円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）２，０９０円 

（改訂後）２，３６０円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）４，１９０円 

（改訂後）４，７３０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）２，０９０円 

（改訂後）２，３６０円

 調理実習

室

創作活動等 午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）２，５１０円 

（改訂後）２，８３０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 木工芸室 創作活動等 午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）２，５１０円 

（改訂後）２，８３０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円
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 陶芸室 創作活動等 午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）２，５１０円 

（改訂後）２，８３０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 陶芸窯 素焼き １回につき （改訂前）１，２５０円 

（改訂後）１，４１０円

 本焼き １回につき （改訂前）２，５１０円 

（改訂後）２，８３０円
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その他施設（庄内ほのぼの地域交流館）料金改定表 

 施設区分 利用目的 利用時間 金額 備考

 交流室１ 世代間交流等 午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）　１，２５０円 

（改訂後）　１，４１０円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）　１，２５０円 

（改訂後）　１，４１０円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）　２，５１０円 

（改訂後）　２，８３０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）　１，２５０円 

（改訂後）　１，４１０円

 交流室２ 創作活動又は 

会議室等

午前９時から午後１時

まで１回につき

（改訂前）　　　６２０円 

（改訂後）　　　７００円

 午後１時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）　　　６２０円 

（改訂後）　　　７００円

 午前９時から午後５時

まで１回につき

（改訂前）　１，２５０円 

（改訂後）　１，４１０円

 午後５時から午後９時

まで１回につき

（改訂前）　　　６２０円 

（改訂後）　　　７００円
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その他施設（城ヶ原農村公園オートキャンプ場）料金改定表 

 区分 市内利用者 市外利用者 備考

 管理費 １人　 
（改訂前）　　４１０円 
（改訂後）　　４６０円

１人　 
（改訂前） 　　４１０円 
（改訂後） 　　９２０円

 オートキャンプ １泊 
（改訂前）２，０９０円 
（改訂後）２，３６０円

１泊  
（改訂前） ２，０９０円 
（改訂後） ４，７２０円

１区画

 テント持込み １人　 
（改訂前）　　２００円 
（改訂後）　　２２０円

１人　 
（改訂前） 　　２００円 
（改訂後） 　　４４０円

 テント １張１泊 
（改訂前）１，５７０円 
（改訂後）１，７７０円

１張１泊　 
（改訂前） １，５７０円 
（改訂後） ３，５４０円

５人用

 キャンピングカ

ー

１泊　 
（改訂前）２，６１０円 
（改訂後）２，９４０円

１泊　 
（改訂前） ２，６１０円 
（改訂後） ５，８８０円

 ログハウス １泊　 
（改訂前）５，２３０円 
（改訂後）５，９００円

１泊　 
（改訂前） ５，２３０円 
（改訂後）１１，８００円

 多目的屋内施設 （改訂前）３，１４０円 
（改訂後）３，５４０円

（改訂前） ３，１４０円 
（改訂後） ７，０８０円

昼・夜の２段階分け 
昼（９：００～１６：００） 
夜（１７：００～８：００）
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その他施設（地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」）料金改定表 

 区分 使用料（１時間当たり） 備考

 市内 市外 冷暖房使用料

 研修室１ 
研修室２ 
研修室３ 
研修室４ 
研修室５ 
研修室６ 
研修室７ 
研修室８

（改訂前） 
２７５円 

（改訂後） 
３１０円

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 
６２０円

冷暖房設備無し①　入場料、会費を

徴収し、又は営利を

目的とする企業及

び団体等が利用す

る場合は市外の額

の２倍になります。 
 
②　使用時間に１時

間未満の端数があ

るとき又はその使

用時間が１時間未

満の時は、１時間に

なります。

 コミュニティ

スペース

（改訂前） 
２７５円 

（改訂後） 
３１０円

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 
６２０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 
３７０円

 神楽稽古場 （改訂前） 
２７５円 

（改訂後） 
３１０円

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 
６２０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 
３７０円

 喫茶ルーム （改訂前） 
２７５円 

（改訂後） 
３１０円

（改訂前） 
５５０円 

（改訂後） 
６２０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 
３７０円

 調理室 （改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 
３７０円

（改訂前） 
６６０円 

（改訂後） 
７４０円

（改訂前） 
２７５円 

（改訂後） 
３１０円

 運動場 （改訂前） 
１６５円 

（改訂後） 
１８０円

（改訂前） 
３３０円 

（改訂後） 
３６０円

冷暖房設備無し
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その他施設（市営駐車場）料金改定表 

 駐車場の

区分

車種 使用料 備考

 野田

駐車

場

定期

利用

１

号

普通自動車 
軽自動車

月額　 
（改訂前）　　２，４００円 
（改訂後）　　２，７１０円

月の途中から使用するときの

その月の料金は、日割計算に

よって算出した額とし、解約

する月の料金は月額料金にな

ります。

 ２

号

 ３

号

普通自動車 
軽自動車

月額 
（改訂前）　　１，８３０円 
（改訂後）　　２，０６０円

 湯平

駐車

場

普通

利用

大型自動車 
普通自動車 
軽自動車

無料
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